
認定・仮認定への寄付は最大50% の減税に!

還付
税額控除

最大 1万4,000円

所得控除だと

最大5,60 0円

【 】

計3万円を寄付

減税
最大約50％の

税額控除

40%（　　　　　　　　　　　 ） ＝×
年間寄付金

合計額
－

税額控除 所得控除

減税額
（所得税分）（控除下限額）

【 】…

or

公益財団法人

A

認定NP O 法人

B

仮認定NP O 法人

C

3 0代 会社員
年収　　　　　　42 0万円

課税対象所得　　22 6万円

所得税率　　　　　　10％

の例
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国・自治体

20,000円
2,000円8,000円 ¥

¥¥

●  所得税は必ず減税。住民税は減税となる場合がある。

● 確定申告（還付申告）が必要。

ポイント

年間寄付金合計額は、年間の総所得金額等の40%が限度税額控除・所得控除 共通上限

減税額は所得税額の25%が限度税額控除上限

2,000円
所得税率（　　　　　　　　　　　 ） ＝×

年間寄付金
合計額

－ 減税額
（所得税分）（控除下限額）

2,000円

税額控除のみ

※都道府県指定分：２％ ＋ 市区町村指定分：８％ ＝ 合計最大10％

最大10%（  　　　　　　　　　　　） ＝×
年間寄付金

合計額
－ 減税額

（個人住民税分）

【 】

年間寄付金合計額は、年間の総所得金額等の30%が限度上限

（控除下限額）
2,000円

減税 という形で

キャッシュバック

されるんだね～！

（所得控除・税額控除）

個人住民税所得税

税額控除は「認定・

仮認定NPO法人」と

「一部の公益法人等」

に限定です。

認定NPO法人

更正保護法人学校法人一般社団・財団法人NPO法人

社会福祉法人公益社団・財団法人仮認定NPO法人

※

この法人への
寄付が対象
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条件・注意点

寄付金控除を受けるためには「確定申告」が必要です。
〈寄付→確定申告→還付〉の流れを押さえて、ぜひ活用してみましょう。

詳しい情報・オンライン作成は国税庁ホームページへ http://www.nta.go.jp/▶▶▶

1. 認定・仮認定NPO法人に寄付 し、領収書をもらう

2. 勤務先から「源泉徴収票」を入手

3. 確定申告書と計算明細書を作成し、税務署に提出 

＊給与所得者も確定申告が必要です。 年末調整では寄付金控除は受けられません。

＊手書き／オンライン作成／電子申告（e-Tax）いずれかの方法で作成します。

4. 還付金の振込を確認する 

＊領収書が無いと、確定申告を行えません。団体によって発行時期は異なります。

はじめての寄付金控除

認定NPO法人寄付者

寄付

領収書

寄付者 税務署

e-Tax

書
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！

寄付金控除手続きは意外と簡単! 
ぜひご活用ください!

翌年1月頃

4月頃～

翌年2月中旬～3月中旬

その年の1月1日～12月31日に寄付

http ://www .npoweb .jp/
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